
精
神
障
が
い
者
家
族
会
総
会

時
4
月
13
日
（
水
）
13:

30
〜
15:

30

所
さ
わ
や
か
会
館
3
階
多
目
的
室　

容
▽
総
会
（
13:
30
〜
14:

20
）　

▽

記
念
講
演
：
「
A
O
T
（
積
極
的
訪
問

チ
ー
ム
）の
活
動
に
つ
い
て
」　

講
師
：

鳥
取
医
療
セ
ン
タ
ー「
A
O
T
」ス
タ
ッ

フ
（
14:

30
〜
15:

30
）

問
駅
南
庁
舎
生
活
福
祉
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
７
４

重
度
障
が
い
者
（
児
）
　
　
　
　

　
　
　
　タ
ク
シ
ー
利
用
助
成

　

平
成
23
年
度
の
重
度
障
が
い
者（
児
）

タ
ク
シ
ー
利
用
券
（
水
色
）
を
、
交
付

し
ま
す
。
利
用
券
（
初
乗
り
運
賃
相
当

分
）
は
、
月
当
た
り
4
枚
、
申
請
月
か

ら
平
成
24
年
3
月
ま
で
の
月
数
に
応
じ

た
枚
数
を
お
渡
し
し
ま
す
（
4
月
に
申

請
の
場
合
は
、
4
枚
×
12
カ
月
＝
48

枚
）。　

※
平
成
22
年
度
の
利
用
券
（
黄

色
）
は
、
4
月
以
降
は
利
用
で
き
ま
せ

ん
。

　対
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2

級
ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ
の
所
持
者
で
、

4
月
時
点
で
平
成
21
年
所
得
に
係
る
所

得
税
が
非
課
税
で
、
か
つ
、
平
成
22
年

度
の
個
人
市
民
税
が
非
課
税
の
人
。
な

お
、
平
成
23
年
7
月
以
降
に
新
た
に
要

件
に
該
当
と
な
る
場
合
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
駅
南
庁
舎
生
活
福
祉
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
７
１

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

 

14
ペ
ー
ジ
）

高
齢
社
会
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
老
人
ク
ラ
ブ
へ
の
助
成
】

容
健
康
づ
く
り
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な

ど
地
域
を
豊
か
に
す
る
活
動
を
行
う
老

人
ク
ラ
ブ
の
活
動
費
を
一
部
助
成　

条
お
お
む
ね
60
歳
以
上
の
会
員
30
人

以
上
で
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と

【
高
齢
者
へ
の
配
食
サ
ー
ビ
ス
】

容
栄
養
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
昼
食

の
提
供
（
週
3
回
ま
で
）　

対
ひ
と
り

暮
ら
し
の
高
齢
者
や
高
齢
者
の
み
の
世

帯
で
、
心
身
障
が
い
、
虚
弱
な
ど
の
た

め
調
理
が
困
難
な
人　

※
提
供
が
必
要

か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
、
身
体
状
況

な
ど
を
調
査
し
ま
す
。　

料
1
食

５
０
０
円
（
米
飯
含
む
）　

※
米
飯
な

し
は
４
５
０
円

問
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
５
３

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

 

14
ペ
ー
ジ
）

児
童
扶
養
手
当
支
給
額
の
改
定

　

4
月
か
ら
児
童
扶
養
手
当
額
が
改
定

さ
れ
ま
す
。

平
成
23
年
3
月
ま
で

平
成
23
年
4
月
か
ら

全部支給
（
月
額
）

４
万
１
７
２
０
円　
→　
４
万
１
５
５
０
円

一部支給
（
月
額
）

４
万
１
７
１
０
円　
→　
４
万
１
５
４
０
円

　

〜
９
８
５
０
円　　
　　

〜
９
８
１
０
円

問
駅
南
庁
舎
児
童
家
庭
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
６
５

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

 

14
ペ
ー
ジ
）

災
害
遺
児
手
当
の
支
給

条
義
務
教
育
修
了
前
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
人
が
、
天
災
、
交
通
事
故
、

海
難
、
自
殺
な
ど
に
よ
り
死
亡
、
ま
た

は
重
度
の
障
が
い
と
な
っ
た
場
合

問
駅
南
庁
舎
児
童
家
庭
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
６
５

貸
切
バ
ス
等
利
用
助
成

容
各
種
団
体
が
地
域
活
動
、
地
域
交

流
や
研
修
会
な
ど
で
、
民
間
の
貸
切
バ

ス
等
を
利
用
す
る
場
合
に
、
そ
の
費
用

の
一
部
を
助
成　

▽
助
成
対
象
期
間
：

4
月
1
日
〜
平
成
24
年
3
月
31
日　

対
各
地
区
公
民
館
な
ど
を
拠
点
と
し

て
活
動
し
て
い
る
お
お
む
ね
20
人
以
上

の
団
体　

額
▽
助
成
額
：
貸
切
バ
ス
な

ど
の
利
用
に
係
る
経
費
の
2
分
の
1
の

額
（
上
限
5
万
円
）　

※
年
度
内
1
団

体
1
回
と
し
ま
す
。

　▽
助
成
の
申
し

込
み
：
利
用
し
よ
う
と
す
る
日
の
14
日

前
ま
で
に
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課
、

財
産
管
理
課
中
央
車
両
セ
ン
タ
ー
ま
で

問
本
庁
舎
財
産
管
理
課
中
央
車
両
セ
ン
タ
ー

 

０
８
５
７-

20-

３
１
１
４

市
民
活
動
団
体
へ
の
助
成

容
市
民
活
動
団
体
の
公
益
的
な
活
動
を

支
援
す
る
た
め
、
経
費
の
一
部
を
助
成

対
市
民
活
動
団
体
が
企
画
・
運
営
し

実
施
す
る
、
公
益
的
な
活
動　

額
▽
初

め
て
の
市
民
活
動
事
業
：
上
限
10
万
円

▽
公
益
的
な
自
主
事
業
：
上
限
20
万
円

（
助
成
対
象
経
費
の
5
分
の
4
）　

募

4
月
1
日
（
金
）
〜
4
月
20
日
（
水
）

問
本
庁
舎
協
働
推
進
課

 

０
８
５
７-

20-

３
１
８
２

千
代
川
の
伐
採
木
の
無
償
配
布

時
4
月
2
日
（
土
）
以
降　

容
①
本

市
菖
蒲
地
先
の
千
代
川
（
左
岸
）
河
川

敷
：
ヤ
ナ
ギ
概
ね
４
０
０
本　

②
本
市

服
部
地
先
の
千
代
川（
左
岸
）河
川
敷
：

ヤ
ナ
ギ
概
ね
２
０
０
本　

③
本
市
河
原

町
佐
貫
地
先
の
千
代
川
（
左
岸
）
河
川

敷
：
ヤ
ナ
ギ
概
ね
１
０
０
本　

※
配
付

は
各
場
所
毎
の
先
着
順
で
、
無
く
な
り

次
第
終
了
と
な
り
ま
す
。

問
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局　

お知らせ

福　祉

情報ひろば Inform
ation
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鳥
取
河
川
国
道
事
務
所　

河
原
出
張
所

 

０
８
５
８-

85-

０
５
１
７

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
9:

00
〜
17:

00
）

 http://w
w

w
.cgr.m

lit.go.jp/tottori/

歩
こ
う
会
4
月
例
会

時
4
月
10
日
（
日
）
9:

00
〜
15:

00

容
鳥
取
駅
《
集
合
》

 

浜
村
〜
鹿
野
城

跡
《
解
散
》（
歩
行
距
離
約
６
・
７
㌖
）　

料
往
復
９
７
０
円
（
復
路
バ
ス
）　

※
弁
当

や
水
筒
、
雨
具
は
各
自
で
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

問
歩
こ
う
会
事
務
局 

 

０
８
５
７-

23-

７
９
３
０

第
2
回
国
府
町
菜
の
花
健
康

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
大
会

時
4
月
16
日
（
土
）
9:

00
〜
11:

30

※
小
雨
決
行

　所
因
幡
万
葉
歴
史
館

前
（
集
合
・
受
付
）　

持
飲
み
物
、帽
子
、

タ
オ
ル
、
雨
具　

料
無
料
（
参
加
賞

あ
り
）　

募
4
月
11
日
（
月
）
ま
で

問
国
府
町
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

 

０
８
５
７-

39-

０
５
５
７

 

０
８
５
７-

22-

７
１
９
０

も
し
く
は
国
府
町
各
地
区
公
民
館
ま
で

因
幡
霊
場
の
休
場
日

平
成
23
年

4
月
14
日
（
木
）

5
月
13
日
（
金
）

6
月
17
日
（
金
）

7
月
15
日
（
金
）

8
月
19
日
（
金
）

9
月
16
日
（
金
）

10
月
14
日
（
金
）

11
月
18
日
（
金
）

12
月
16
日
（
金
）

平
成
24
年

1
月
1
日
（
日
）

1
月
2
日
（
月
）

1
月
20
日
（
金
）

2
月
17
日
（
金
）

3
月
17
日
（
土
）

問
因
幡
霊
場

 

０
８
５
７-

51-

８
３
２
０

住
民
参
画
型
バ
ス
停
上
屋

　
　

整
備
事
業
費
補
助
金

対
バ
ス
停
上
屋
を
整
備
す
る
町
内
会

（
自
治
会
）
ま
た
は
地
区
会　

額
バ
ス

停
上
屋
1
カ
所
に
つ
い
て
補
助
対
象
事

業
に
要
す
る
経
費
に
3
分
の
2
を
乗
じ

て
得
た
額
（
上
限
１
０
０
万
円
）　

募

6
月
30
日
（
木
）
ま
で

問
本
庁
舎
交
通
政
策
室

凡例
対＝対象　容＝内容　時＝日時　募＝募集期間・方法
所＝場所　員＝定員　数＝数量　額＝支給・助成額など
料＝料金　受＝受付　条＝条件　持＝持参するもの
問＝問い合わせ先

 

０
８
５
７-

20-

３
２
５
７

平
成
22
年
度
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事
業

　

下
段
地
区
の
農
村
公
園
に
、
ジ
ャ
ン

グ
ル
ジ
ム
、
フ
ェ
ン
ス
、
鉄
棒
な
ど
が

完
成
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
自
治
宝
く

じ
普
及
広
報
事
業
と
し
て
、
㈶
自
治
総

合
セ
ン
タ
ー
が
行
う
宝
く
じ
の
助
成
金

に
よ
り
整
備
さ
れ
た
も
の
で
す
。

問
第
二
庁
舎
農
村
整
備
課

 

０
８
５
７-

20-

３
２
４
４
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国民年金保険料が
引き下げられます
  平成 23 年度は、月額 1 万 5020 円です
　将来に向けて給付と負担のバランスを図るため、平成
29 年度まで毎年段階的に国民年金保険料を引き上げてい
ます。物価や賃金の伸びに応じて調整するしくみとなっ
ていますが、23 年度の保険料は前年度の月額 1 万 5100
円から 80 円引き下げられ、1 万 5020 円になります。
　なお、4 月中に 24 年 3 月までの 1 年分を一括して納
める場合は 17 万 7040 円となり、毎月納付した場合に
比べて 3200 円の割引になります。
※納付書（一括払い用納付書も同封）は、4 月上旬に郵送します。

  4 月から「障害年金加算改善法」が施行されます
　これまでは障害基礎年金を受ける権利が発生した当時に、
受給権者によって生計を維持している配偶者や子どもがい
る場合で、障害等級が 1 級または 2 級に該当する人に加算
を行っていましたが、平成 23 年 4 月施行の「国民年金法等
の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発
生した後に、生計を維持することになった配偶者や子どもが
いる場合にも届出によって加算を行うことになります。
■障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当
　との関係について
　このたびの法律改正により、障害基礎年金の子加算の
範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子加算
の運用についても見直しが行われます。
　児童扶養手当は、子どもが障害基礎年金の子加算の対
象である場合は支給されませんが、平成 23 年 4 月以降は、
児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合
においては、年金受給権者と子どもの間に生計維持関係
がないものとして取扱い、子加算の対象としないことに
より児童扶養手当を受給することが可能となります。
問い合わせ先　鳥取年金事務所  0857-27-8311
　　　　　　　駅南庁舎保険年金課  0857-20-3484

国保の加入・喪失の　　
届け出はお早めに
  国保の加入　職場の医療保険（健康保険、船員保険
など）に加入している人以外は、現在住んでいる市町村
の国民健康保険（以下国保）に加入しなければなりません。
　会社を退職した場合などにより健康保険（職場の医療保険）が
切れた場合には、14 日以内に国保への加入手続きをしましょう。
　保険料は届け出の時点ではなく資格取得の時点までさ
かのぼって計算されます。加入の届け出が遅れると一度
に負担がかかりますので早めに加入届け出をしましょう。
※退職後 20 日以内であれば、任意継続制度の利用ができる場合

もありますので、退職された会社などへお問い合わせください。

必要なもの　 ▽健康保険が切れた証明書（扶養家族がい
　　　　　る場合はその方の名前を含む）　 ▽印鑑

  国保の喪失　国保加入者が就職などにより他の健康
保険に加入した場合は、早めに国保の資格喪失届を出さ
なければなりません。手続きがまだの人は、お早めに。
手続きをしないと国保の保険料がかかり続けます。
必要なもの　 ▽国民健康保険証　 ▽職場の健康保険証（扶養家

　　　　　　族がいる場合はその人の保険証を含む）　 ▽印鑑

問い合わせ先　駅南庁舎保険年金課 0857-20-3482
 各総合支所市民福祉課（  14 ページ）


